
 

令和３年度（2021 年度）エゾシカ可猟区域等設定期間（時系列） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 西興部村猟区及び占冠村猟区の可猟期間は、9 月 15 日から 4 月 15 日まで 

※ 斜里町の一部については、10 月 23 日から 2 月 28 日までの可猟期間中に 2 回の中断期間を設定。 

別図２ 

② 10/23~1/31 

全区域 

 

③ 2/1~2/28 
A・B・C・E 区域 

④ 3/1~3/31 
A・B 区域 

 

斜里町の一部 

① 10/1~10/22 

A 区域 

占冠村猟区 

西興部村猟区 



 

 

令和３年度（2021 年度）斜里町における可猟区域 

（一部に中断期間設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オチカバケ川以南の地域（鳥獣保護区及び

シカ捕獲禁止区域を除く。）の可猟期間 

10/23～2/28 

捕獲効率向上のため、斜里町の一部において可猟期間に中

断期間を設定する。 

オショコマナイ川以南～オチカバケ川以北の地域 

（鳥獣保護区及びシカ捕獲禁止区域を除く。）の可猟期間 

10/23～1/2、 1/15～1/31、 2/11～2/28 

別図３ 



令和4年(2022年)2月、3月に銃猟自粛をお願いする区域

銃猟の発砲音や人の活動が希少猛禽類の行動に影響を及ぼす可
能性があります。

希少猛禽類の繁殖への影響をできるだけ回避するため、図に示す
範囲においては銃猟を自粛願います。

別図４


